
 

  

この手引きは、若者まちづくり 

事業を実施する際の手続きや、事

務の流れなどをわかりやすく説明

したものです。 
登米市協働キャラクター「とめ丸」 
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将来を担う若者が主体となって取り組む自主的・自発的なまちづくり活動を 

支援するとともに、登米市まちづくり基本条例に定める、協働のまちづくりの 

担い手の人材育成とまちづくり活動の活性化を図ることを目的としています。 

 

 
 

 

  補助対象者は、次の（１）～（５）に該当する団体です。 
 

   （１）３名以上の若者で構成されていること。 

   （２）市内に居住、通勤又は通学している若者で構成されていること。 

   （３）代表者は、市内に居住する 18 歳以上の若者であること。 

   （４）市内を活動の拠点とすること。 

   （５）市長が不適当と認める団体でないこと。 

    

※若者の定義・・・『若者』とは、事業を実施する年度の末日において 

         年齢が 15 歳以上 29 歳以下の者をいいます。 

 

 

   補助金の交付対象となる事業は、補助対象者が主体となって実施する事 

  業であって、次の（１）～（２）のいずれかに該当するものとします。 
   

  （１）市内の魅力の発掘・向上に取り組む事業並びに当該事業の実施に 

つながる研修会及び勉強会 

  （２）若者の交流の場を創出する事業並びに当該事業の実施につながる 

  研修会及び勉強会 

 

 

   次の（１）～（３）のいずれかに該当する事業は、補助対象の事業とし 

ません。 
 

（１）事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業（研修会及び 

   勉強会を含む。） 

（２）国、県、市等が交付する他の補助金等の交付対象となっている事業 

  （３）その他市長が適当でないと認める事業 

Chapter 1  
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 補助の対象となる経費は、事業を実施するために必要な経費となります。 

▼ 対象経費、対象外経費の例 

項目 対象経費 対象外経費 

人件費 

・講師等への謝金（講師等の交通費

車等）も謝金に含むものとする）

【事前に相談して下さい】 

・調査、研究のための報償費 

・構成員や参加者の人件費（謝金、日 

当） 

 

旅 費 

・構成員による講師等の招へい活 

動に要する交通費 

・事業実施に伴う研修費 

・左記を除く、構成員の市内外への交 

通費（日当を含む） 

需用費 

・消耗品：事務用品など 

・印刷製本費：資料、チラシ等の作 

成経費 

・燃料費：事業に要する燃料（ガソ 

リン、混合油、灯油など） 

・食糧費（会議における茶菓代及 

び講師等への弁当代） 

・懇談を目的とした会合の食事代 

・光熱水費（団体事務所等に係るもの） 

役務費 

・通信運搬費：郵便料、切手代など 

・保険料：機材等の保険料 

・手数料：振込手数料、クリーニン 

グ代 

・私用の電話料、通信料など 

委託料 

・一部事務の委託（団体が実施困 

難なものに限る） 

・専門的な知識や技術を要する業 

務の外部委託料 

・事業の全部を他団体等へ委託した場 

合の委託料（一括委託は認められな 

い） 

使用料 

及び賃借料 

・会場使用料 

・イベント機材等の借上料 

・構成員所有の車両及び機材の借上料 

・団体所有の建物の家賃 

原材料費 

・石材、鉄骨、砂、セメント、木材、 

塗料など 

・イベントで使う食材料費 

 

その他 

 ・領収書等により、事業実施団体が支 

払ったことを明確に確認することが 

できない経費 

・備品購入費（団体の資産になるもの） 

 

 

Chapter 3 
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  補助金の補助率、補助上限額等については、次の表のとおりです。 

   

 

 

  ※補助率は、補助対象経費に対する率とし、補助金の交付額は、1,000 円 

未満切り捨てとなります。 

 

 
 

▼ 登米市若者まちづくり事業補助金審査委員会において、プレゼンテーショ

ンにより、申請内容等を審査します。 

▼ 審査は、登米市若者まちづくり事業補助金審査委員会の委員が務め、次に 

掲げる６名以内で行います。 
 

（１）まちづくり推進部まちづくり推進課長 

（２）産業経済部観光物産戦略課長 

（３）教育部活き生き学校支援室長 

（４）協働のまちづくりに関して識見を有する者３名以内 

 

 

   ▼ 交付審査は、次に掲げる基準により行います。 
 
   （１）主体性・創意工夫 
      ア 市内の魅力の発掘・向上に取り組む事業、又は若者の交流の場を創出する 
        事業であるか。 

イ 若者が自主的、主体的に実施する事業であるか。 
      ウ 事業内容に創意工夫が見られるか。 
   （２）発展性・波及効果 

ア 活動の継続性や発展性はあるか。 
      イ 事業の実施により想定される効果が期待できるか。 
   （３）社会貢献度（公益性） 

ア 活動の成果が広く市民に還元される事業であるか。 
      イ 地域との交流が図られ、地域の活性化に結びつく事業か。 
   （４）実現可能性 
      ア 事業計画・スケジュールが実現可能であるか。 
      イ 活動に見合った経費の見積りとなっているか。 
   （５）プレゼンテーション 
      ア 事業に対する思い・熱意が伝わったか。 
        
  ▼ 審査は、上記の評価項目をもとに各委員が、５段階で評価を行い、採点の 

   合計得点が満点の６割以上の場合は、『 採択決定 』とします。 

 

補助率 補助金額 

10 分の 10 以内 １事業当たり 10 万円を上限 

Chapter 4 
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⑤交付決定通知の送付 

⑦事業完了（単年度ごと） 
謝金や委託料の支払い等、全て
の支払いを完了してください。 

 

４月下旬 

~５月下旬 

⑥事業開始 
※必ず、交付決定日以降に事業を開

始してください。 
※事業開始日以前の支払いは事業

費に含まれません。 

６月 
中旬 

６月 
下旬以降 

 

 

月 事 業 実 施 団 体 登 米 市（市民協働課） 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

  

事業完了から

30 日以内 
又は 

翌年度の 
4 月 15 日 
いずれか 

早い方まで 

  

Chapter 6 

補助金の交付について… 
補助金等概算交付請求書を提
出（概算交付を希望する場合） 
※様式は、交付決定通知時に

送付します。 

補助金の交付処理 
※通常、請求書受領の翌々週

金曜日に振込みます。 

②申請書類の受領 
①交付申請書類の作成・提出 
※必ず事前に申請相談を行ってく
ださい。 
※必要書類は、P６のとおりです。 

⑧実績報告書類の作成・提出 

※必要書類は、P６のとおりです。 
⑨実績報告書の受領・審査 

⑩補助事業等確定通知書の送付 

④選考結果通知 
・採択、不採択の審査結果は、後

日団体宛て通知します。 
 

③登米市若者まちづくり事業補助金審査委員会（事業の採択、不採択を決定） 
※市民と行政職員から構成される審査委員会で、事業内容等について審査を行

います。（５～10 分程度のプレゼンテーション+質疑応答） 
 

⑪確定通知書の受領 
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注意点 採択後の事業変更について 

事業採択後に、事業の内容及び予算区分に変更がある場合は、必ず事前に登米 

市まちづくり推進部市民協働課担当者へご連絡ください。 

下記による変更については、変更申請書を提出して承認を受ける必要があります。 

 

変更によって助成の要件を満たさなくなった場合や、事業終了後の実績報告時 

に交付決定内容と実際の事業内容や予算区分等に大きな違いがある場合には、交 

付決定を取り消し、補助金を返還していただきますのでご注意ください。 

 

▼ 事業実施後、事業成果の発表をお願いすることがあります。 

№ 書   類             様式 

１ 補助金等交付申請書（様式第１号） Ｐ11 

２ 収支予算書（様式第２号） Ｐ12 

３ 若者まちづくり事業計画書（様式第１号） Ｐ９ 

４ 事業概要書（指定様式） Ｐ15 

５ 構成員名簿（指定様式） Ｐ16 

６ 団体規約（会則）（任意様式） Ｐ24 

№ 書   類             様式 

１ 実績報告書（様式第 10 号） Ｐ13 

２ 若者まちづくり事業実施報告書（様式第２号） Ｐ10 

３ 収支決算書（様式第 11 号） Ｐ14 

４ 事業の実施状況が分かる写真、資料等 ― 

５ 

領収書等の写し 

※領収書等は、宛名・日付・金額・但し書き（品名）・発行者名

（店名）等の記載があるか確認してください。 

― 

＜変更申請書が必要な場合＞ 

（１）交付決定額の 20 パーセント以上の減額を伴う変更 

（２）補助事業の内容の重大な変更 

Chapter 6 
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登米市若者まちづくり事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、将来を担う若者が主体となって取り組む自主的・自発的なまちづくり活動

を推進するため、予算の範囲内で登米市若者まちづくり事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付することについて、登米市補助金等交付規則（平成 17年登米市規則第 34号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「若者」とは、事業を実施する年度の末日において年齢が 15 歳以上

29 歳以下の者をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。 

 (1) ３名以上の若者で構成されていること。 

 (2)  市内に居住、通勤又は通学している若者で構成されていること。 

 (3)  代表者は、市内に居住する 18 歳以上の若者であること。 

(4) 市内を活動の拠点とすること。 

(5) 市長が不適当と認める団体でないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が主体

となって実施する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 市内の魅力の発掘・向上に取り組む事業並びに当該事業の実施につながる研修会及び勉 

強会 

(2) 若者の交流の場を創出する事業並びに当該事業の実施につながる研修会及び勉強会 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業（研修会及び勉強会を含む。） 

(2) 国、県、市等が交付する他の補助金等の交付対象となっている事業 

(3) その他市長が適当でないと認める事業 

（補助対象経費等） 

第５条 補助金の交付対象経費及び補助金額等は、別表に定めるとおりとする。 

（交付申請） 

第６条 規則第３条第３号に規定するその他市長が必要と認める書類は、登米市若者まちづく

り事業計画書（様式第１号）とする。 

（審査委員会） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、登米市若者まちづくり事業補

助金審査委員会（以下「審査委員会」という。）において申請内容等を審査するものとする。 

２ 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長はまちづくり推進部長をもって充て、副委員長はまちづくり推進部次長をもって充

Chapter 7 
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てる。 

４ 委員は、協働のまちづくりに関し識見を有する者３人以内及び次に掲げる職にある者をも

って充てる。 

 (1) まちづくり推進部まちづくり推進課長 

 (2) 産業経済部観光物産戦略課長 

 (3) 教育部活き生き学校支援室長 

（内容の変更） 

第８条 規則第 10 条第１項第１号に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更以外のものをい

う。 

 (1) 交付決定額の 20パーセント以上の減額を伴う変更 

 (2) 補助事業の内容の重大な変更 

（実績報告） 

第９条 規則第 13条第１項に規定するその他市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

(1) 登米市若者まちづくり事業実施報告書（様式第２号）  

 (2) 事業の実施状況が分かる写真、資料等 

(3) 領収書等の写し 

（委任） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月 31日限り、その効力を失う。 

附 則（令和６年３月 29日告示第 129 号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第 16 条の規定は、同年３月 29 日か

ら施行する。 

附 則（令和７年３月 31日告示第 82 号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

補助対象経費 補助金額等 

補助対象事業の実施に要する経費（人件費、旅

費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料

及び原材料費）。ただし、飲食費（事業に伴う

講師の食事代及び会議における茶代を除く。）

その他交付対象とすることが適当でないと認

められるものを除く。 

補助対象経費の 10 分の 10 以内の額（1,000 円

未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

る。）とし、１事業当たり 10 万円を上限とする。 
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様式第１号（第６条関係） 

 

登米市若者まちづくり事業計画書 

                 

１ 事業名及び団体名 

事 業 名  

団 体 名  構成員の数  

 

２ 事業内容等 

(1) 事業の目的及び効果 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 事業内容 
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様式第２号（第９条関係） 

 

登米市若者まちづくり事業実施報告書 

                 

団体名                  

 

１ 事業内容 

実施内容 

 

目  的 

 

効  果 

 

今後の課題 

 

 

２ 事業実施経過 

年 月 実施事項 
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様式第１号（第３条関係) 

 

年  月  日 

（あて先）登 米 市 長 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名             

 

補 助 金 等 交 付 申 請 書 

 

年度において次のとおり補助事業等を実施したいので、補助金等を交付される 

よう登米市補助金等交付規則第３条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

  

１ 補助申請額  

２ 事業名  

３ 事業の目的  

４ 事業の内容  

５ 着手・完了 

  予定年月日 

着手日      年  月  日 

完了日      年  月  日 

６ 事業の効果  

７ 添付書類  

８ 備考  

 

Chapter 8 ①
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様式第２号(第３条関係) 

 

 

収 支 予 算 書 

 

１ 収入の部 

区    分 予 算 額 摘    要 

自己資金   

交付金   

   

   

   

計   

 

２ 支出の部 

区    分 予 算 額 摘    要 

   

   

   

   

   

計   

 

 

 

 

 

 

Chapter 8 ①
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様式第 10号(第 13条関係) 

 

  年  月  日 

 

（あて先）登 米 市 長 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名             

（個人にあっては、住所及び氏名） 

 

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書 

 

    年  月  日付け   第  号により補助金等の交付決定を受けた補助事業等 

について、次のとおり登米市補助金等交付規則第 13 条の規定により関係書類を添えて、実績 

を報告します。 

 

１ 補助金等の額  

２ 事業名  

３ 交付決定年月日 

  及 び 番 号 

 

 

４ 着手・完了 

  年 月 日 

着手日      年  月  日 

完了日      年  月  日 

５ 添付書類  

６ 備  考  
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様式第 11号(第 13条関係) 

 

収 支 決 算 書 

１ 収入の部 

区分 予算額 決算額 差引増減額 摘要 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

     

 

 
    

計     

 

２ 支出の部 

区分 予算額 決算額 差引増減額 摘要 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

計     
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事業概要書 

団 体 名  

代 表 者 （氏名：          連絡先：         ） 

設 立 年 月 日  

事 業 名  

事業の目標 

※具体的な数値目

標を記入してくだ

さい。 

 

目標を達成する 

ための事業内容 

 

※事業のスケジュ

ールを含め記入し

てください。 

事業内容 

スケジュール 

事業の成果・ 

波及効果 

 

 

Chapter 8 
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構成員名簿 

№ 氏 名 年齢 住 所 通勤・通学先名 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

※年齢は、実施年度の末日（令和９年３月 31 日）時点での年齢を記載してく 

ださい。提出の際は、学生証又は運転免許証等、年齢が確認できる書類の写し 

を添付してください。 

※書ききれない場合は、別紙に記載してください。別紙に記載する際は、この 

様式の該当事項をすべて記載してください。 

 

 

Chapter 8 
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様式第１号（第３条関係) 

 

年 月 日 

（あて先）登 米 市 長 

 

所 在 地

名   称  

代表者氏名     

 

補 助 金 等 交 付 申 請 書 

 

年度において次のとおり補助事業等を実施したいので、補助金等を交付される 

よう登米市補助金等交付規則第３条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

  

１ 補助申請額  

２ 事業名  

３ 事業の目的  

４ 事業の内容  

５ 着手・完了 

  予定年月日 

着手日   年  月  日 

完了日   年  月 日 

６ 事業の効果  

７ 添付書類 

（１）収支予算書（様式第２号） 

（２）若者まちづくり事業計画書（様式第１号） 

（３）事業概要書（任意様式） 

（４）構成員名簿（任意様式） 

（５）団体規約（会則）等 

８ 備考  

 

Chapter 9  
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様式第２号(第３条関係) 

 

 

収 支 予 算 書 

 

１ 収入の部 

区    分 予 算 額 摘    要 

 

   

   

   

計  

 

２ 支出の部 

区    分 予 算 額 摘    要 

計  

 

 

 

 

Chapter 9  



19 

 

 

 

様式第１号（第６条関係） 

 

登米市若者まちづくり事業計画書 

                 

１ 事業名及び団体名 

事 業 名 

団 体 名 構成員の数 

 

２ 事業内容等 

(1) 事業の目的及び効果 

 

  

 

(2) 事業内容 

 

 

 

 

Chapter 9 
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事業概要書 

団 体 名  

代 表 者 （氏名：  連絡先： ） 

設立年月日 

事 業 名 

事業の目標 

※具体的な数値

目標を記入して

ください。 

 

 

 

 

 

 

目標を達成する 

ための事業内容 

 

※事業のスケジ

ュールを含め記

入してください。 

事業内容 

スケジュール 

事業の成果・ 

波及効果 

 

 

Chapter 9 

今年度の事業が団体

の構成員のみで実施

する研修会、勉強会

の場合は次年度以降

の事業スケジュール

もご記入ください。 
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構成員名簿 

№ 氏 名 年齢 住 所 通勤・通学先名 

１  16 歳   

２  17 歳  

３  20 歳   

４     

５     

６     

７     

８     

９     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

※年齢は、実施年度の末日（令和９年３月 31 日）時点での年齢を記載してく 

ださい。提出の際は、学生証又は運転免許証等、年齢が確認できる書類の写し 

を添付してください。 

※書ききれない場合は、別紙に記載してください。別紙に記載する際は、この 

様式の該当事項をすべて記載してください。 

 

 

Chapter 9 
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様式第 10号(第 13条関係) 

 

年 月 日 

 

（あて先）登 米 市 長 

 

所 在 地  

名   称  

代表者氏名     

（個人にあっては、住所及び氏名） 

 

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書 

 

  年 月 日付け 第 号により補助金等の交付決定を受けた補助事業等に 

ついて、次のとおり登米市補助金等交付規則第 13条の規定により関係書類を添えて、実績 

を報告します。 

 

１ 補助金等の額  

２ 事業名 

３ 交付決定年月日 

  及 び 番 号 

４ 着手・完了 

  年 月 日 

着手日  年 月 日 

完了日  年 月 日 

５ 添付書類 

（１）収支決算書（様式第 11号） 

（２）若者まちづくり事業実施報告書（様式第２号） 

（３）事業の実施状況が分かる写真、資料等 

（４）領収書等の写し 

６ 備  考  

 

 

 

 

Chapter 9 
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様式第２号（第９条関係） 

 

 登米市若者まちづくり事業実施報告書 

                 

団体名      

 

１ 事業内容 

実施内容 

目  的 

効  果 

●

今後の課題 

 

２ 事業実施経過 

年 月 実施事項 

 

Chapter 9 
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規約（会則） 

（団体の名称） 

第１条 この団体の名称は、『○○〇〇〇〇〇〇』といいます。 

 

（所在地） 

第２条 この団体の所在地は、○○市○○町○○字○○番地とします。 

 

（目的） 

第３条 この団体は、〇〇〇〇〇〇〇することを目的としています。 

 

（活動内容） 

第４条 この団体は、前条の目的を達成するために次の活動を行います。 

(1)  〇〇〇〇〇〇についての活動 

(2)  その他、この団体の目的達成に必要な活動 

 

（構成員） 

第５条 この団体の構成員は、活動の目的に賛同するものとする。 
 
 （役員の種類） 
第６条 この団体には、次の役員を置くこととします。 
 (1) 会長（リーダー） 

(2)  副会長（サブリーダー） 

(3)  会計 
 

（役員の役割） 

第７条 

 (1) 会長（リーダー）は、この団体の代表をします。 

(2)  副会長（サブリーダー）は、代表を手伝い、代表者が不在のときは、代表の代わりをつ

とめます。 

(3) 会長（リーダー）は、団体の代表者として、補助金の受け取りなどの各種手続きを行い

ます。また、お金が正しく使われているかチェックします。 

(4) 会計は、この団体のお金を管理します。 

 

（議決機関） 

第８条 この団体は、以下のことを決定するため、構成員全員が参加する会議を開きます。 

(1) 活動の内容 

(2)  お金の使い方 

(3)  この会則の内容を変更すること 

(4)  その他、必要なこと 

 

Chapter 10 

団体名を書いてください。 

団体として集まる場所や申請につ
いての書類などの受け取り先（送
り先）を書いてください。 

団体が、何のために活動

するのかを書いてくださ
い。例）「自分たちの地域
がもっと○○になること

を目的としています」な
ど。 
 

団体が行う活動の内容
を分かりやすく書いて

ください。 
 

役員の種類を書いてくだ
さい。 

役員の役割について書い
てください。 

メンバー全員が参加する会議で決める

内容について記載します。 
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（事業計画と予算） 

第９条 この団体の活動計画は、会長（リーダー）が決め、予算は会計が作成して、構成員の全 

員が参加する会議で報告することとします。 

 

（事業報告と決算） 

第 10 条 この団体の事業報告は会長（リーダー）が決め、決算は会計が作成して、構成員の全 

員が参加する会議で報告することとします。 

 

（会計の期間） 

第 11 条 この団体の会計期間は、〇月〇日から翌年〇月〇日までとします。 

 

（その他） 

第 12 条 この規約（会則）に書かれていないことや、その他の細かい決まりについては、構成 

員みんなで話し合って決めることとします。 

 
附則  

この団体の規約（会則）は、この団体の発足日である令和〇年〇月〇日から施行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

団体の活動計画と予算（団体の収入
と使うお金の予定）の作成や決定の
方法を決めます。 
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